
５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【ルール内の戦術】

数値限定/パラメータ発明の功罪（ex.令和1年(行ケ)第10137号等、大多数）

【請求項１】・・・１０ｍｇ乃至１０００ｍｇの量の微粒子セレコキシブを含み，一つ以上の個別な
固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって，粒子の最大長において，
セレコキシブ粒子のＤ９０が２００μｍ未満である粒子サイズの分布を有する製薬組成物。

「粉砕により微細化をしたセレコキシブを用いることや，その微細化条件を『セレコキシブの
Ｄ９０粒子サイズ』で規定することについての記載も示唆もない。」

※パラメータに着目する容易性否定。⇒進歩性〇
⇒新たなパラメータで特許出願すると、従来技術が当該数値範囲内で
あったかを事後的に確認できず、新規性を否定できないという問題。

⇒特許出願戦略、他社特許クリアランス上、必須の検討要素‼
（※パラメータに着目する容易性を主張・立証して、無効化する方針。Ex.平成29年（行ケ）第10058号「ランフラットタイヤ」、
平成29年（行ケ）第10096号「スパッタリングターゲット」、平成29年（行ケ）第10146号「導光フィルム」、等） 1

https://www.youtube.com/watch?v=MnJC0emQ7Ho


５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性が肯定されるロジック（近時の裁判例の傾向）

発明の課題の解決と、当該パラメータとが相関している場合は、パラメータに技術的意義が認められる。
 ⇒課題解決とパラメータとが、一対一対応であれば、技術的意義は高い。

弱い相関関係であれば、技術的意義は低い。
相関関係が無ければ、当該発明との関係では、技術的意義はない。

発明の課題の認定が重要。⇒ピリミジン大合議判決～（サポート要件の文脈で）明細書の記載が原則
⇒審査基準も同じ。補正・分割で変わり得る。

数値のみが相違点である場合、以下の①②を満たすと、多数の裁判例で進歩性〇。課題の設定如何!!
①発明の課題の解決とパラメータとが相関している。
②発明の課題が非公知であり、容易想到でもない。 OR

 発明の課題が公知又は容易想到でも、同発明の課題解決に寄与するファクターとして当該パラメータ
に着目することが非公知であり、容易想到でもない。（パラメータをどちらの方向にどの程度動かすか容易
想到でないとした裁判例もあるが＜令和２年(行ケ)10044大鷹裁判長、平成31年(行ケ)10011高部裁判長、平成27年

（行ケ）10206高部裁判長、等＞、例外的である。
（この類型は、審査基準でいう「異質な効果」に相当する。）  ＜次頁に続く＞ 2

https://www.youtube.com/watch?v=MnJC0emQ7Ho


５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性を否定するロジック
＜続き＞逆に言えば…、
①発明の課題が本件明細書から読み取れず、認定できない、OR
②パラメータと発明の課題（作用効果）とが相関しない（明細書に記載がない）
場合か、相関してもパラメータが公知又は着目可能であった場合は、
（審査基準にいう「異質な効果」が認められないから、）数値範囲・パラメータ自体は容易想到・
設計事項であるとして、進歩性を否定した判決が多数である。

⇒予測できない顕著な効果、臨界的意義があれば別論であるが、裁判所で認められた例は
非常に少ない。予測できない顕著な効果を理由とする有効審決は、最判平成３０年（行ヒ）６９
の事案以外は、少なくとも平成２０年以降、知財高裁（審決取消訴訟）で全件覆されている。

複数のパラメータが発明の課題解決と相関しているとき、主引例のパラメータの一つを動かす
容易想到性を問題とするときは、当該一つだけを動かすことができる合理性の論証が必要。
●一つのパラメータだけを動かすことができなかった裁判例（進歩性〇）～令和4年（行ケ）10029、等
●一つのパラメータだけを動かすことができた裁判例（進歩性×）～平成27年（ワ）1025、等
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https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_ed5f0d7975c342ecb2530c6041d32cc5.pdf


５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【ルール内の戦術】

※パラメータの技術的意義を否定して、進歩性を否定した裁判例

①令和4年（行ケ）10111「車両ドアのベルトラインモール」事件＜本多裁判長＞

※技術的意義が本件明細書に記載されておらず、作用効果に影響なし⇒設計事項に過ぎず、進歩性×。
（判旨抜粋）「本件明細書には、段差部が縦フランジ部の下部から内側方向に『ほぼ水平に』延びることの技術的意義につ
いての記載はない。…段差部が『ほぼ水平に』に延びても『やや下方』に延びても、本件発明の作用効果に何ら影響するも
のではない。…甲１発明１において『やや下方に』延びる段差部を『ほぼ水平に』延びるように構成することは、当業者が
適宜なし得る設計的事項にすぎない…。」

※数値限定発明・パラメータ発明でも同じ!!
②令和3年（行ケ）10096「光源」事件＜本多裁判長＞～「実施例として記載されている同含有割合の最大値は、６重量％
…にすぎず、本願明細書には、同含有割合が１０重量％を超える場合の実験結果についての記載は全くみられない…。
…適宜設計することのできたものである。」

③令和3年（行ケ）10135「…ベクター」事件＜菅野裁判長＞～「…配列の長さが『７．０ないし１０．０Ｋｂの長さ』…であるこ
とには技術的意義がなく、…技術的意義において同一…実質的な相違点とはいえない。」

④平成22年（行ケ）10296「ペトロラタムを基にした鼻用軟膏」事件＜滝澤裁判長＞～「本願明細書に，粘度に着目
することの技術的意義も，粘度を８ｍｍ２／秒という数値以上のものに特定することの技術的意義も記載されていない
ことに照らすと，引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接
の示唆がないとしても，…本願発明が進歩性を有するということはできない…。」

=平成18年(行ケ)10132、平成17年(行ケ)10665、平成17年(行ケ)10754、平成17年(行ケ)10189
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https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c

https://www.youtube.com/watch?v=XiPUHRCmTpM&list=PLZJj1

xaophgP5k-y4Wq2CaH4D6a74DwFU&index=21&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=XiPUHRCmTpM&list=PLZJj1xaophgP5k-y4Wq2CaH4D6a74DwFU&index=21&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c
https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c
https://www.youtube.com/watch?v=XiPUHRCmTpM&list=PLZJj1xaophgP5k-y4Wq2CaH4D6a74DwFU&index=21&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=XiPUHRCmTpM&list=PLZJj1xaophgP5k-y4Wq2CaH4D6a74DwFU&index=21&t=9s


平成27年（行ケ）10206【エアバッグ用基布】事件＜髙部＞

公然実施品の「数値」に着目し、同数値を本件発明に寄せる動機づけあり。⇒どの程度数値を
変更すれば発明の課題を解決できるか不明であるから、本件発明の数値は容易想到でない。

相違点：構成糸の引抜抵抗につき，本件発明３は経緯の平均値で「１４６～２００Ｎ／ｃｍ／ｃｍ」であるが，
引用発明１は経緯の平均値で「５３Ｎ／ｃｍ／ｃｍ」である点

●審決・無効2014-800017号（結論：進歩性〇。審決取消訴訟で維持された。）大鷹判事の論文と同じ一般論を説示した。
「課題が周知であるとしても、甲１発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされて
いるから、変更のためには、相応の動機が必要と解される。…他の要素への影響の有無に
かかわらず、甲３（続）発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、
変更のためには、相応の動機が必要と解されるが、上記のとおり、かかる動機はなく、構成糸の
引抜抵抗のみに着目する必然性もない。」

●本判決（結論：進歩性〇。数値に着目し、同数値を増加する動機付けを認定したが、数値の容易想到性を否定した!!） 
「当業者は，本件優先日当時，引用発明１において，エアバッグの膨張展開時における縫合境界部の
目ズレを小さくし，負荷後動的通気度を小さくするために，構成糸の引抜抵抗を大きくすることにつき，
動機付けがあったものということができる。しかし，本件証拠上，引用発明１における１４９８ｍｍ／ｓの
負荷後動的通気度を…１３００ｍｍ／ｓ以下にするために，引用発明１における構成糸の引抜抵抗の
経緯の平均値５３Ｎ／ｃｍ／ｃｍをどの程度まで上げればよいのか，本件発明１において「構成糸への
局所的な応力集中が起こらなくなり，エアバッグ破壊を引き起こすこともない」として…，上記平均値の
上限値とされる２００Ｎ／ｃｍ／ｃｍまで上げれば足りるのかも，不明であり，上記上限値よりも上げる
必要がある場合も考えられる。」

https://www.youtube.com/watch?v=DlVnhbFibS0
https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_ed5f0d7975c342ecb2530c6041d32cc5.pdf


中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士・米国California州弁護士・米国Patent Agent試験合格、高石秀樹

Tel : 03-3211-3437（直通）、E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp

個人ＨＰ：https://www.takaishihideki.com https://ameblo.jp/hideki-takaishi

Twitter@CAL000000 https://www.facebook.com/hideki.takaishi.5

https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDbIAGhozekrfeXTg

ご清聴有難うございました!!
（本資料の電子データを所望される方は、下記emailにご連絡下さい。）
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